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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 11月 19日 (2007.11.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

　

　

。
【 請 求 項 ２ 】
　

　

。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】

コ ン テ ン ツ デ ー タ を 含 む コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル 群 と 、 前 記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 管 理 情 報 で
あ る ト ラ ッ ク リ ン ク を 含 む ト ラ ッ ク リ ン ク フ ァ イ ル を 有 し 、

前 記 コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル 群 は 、 コ ン テ ン ツ デ ー タ を 記 録 す る コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と 、 前
記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 付 加 情 報 で あ る 第 １ の メ タ デ ー タ を 記 録 す る メ タ デ ー タ フ ァ イ ル を
含 み 、

前 記 ト ラ ッ ク リ ン ク は 、 固 定 長 の デ ー タ 構 造 を 有 し 、 か つ 、 前 記 コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル へ
の リ ン ク 情 報 と 、 前 記 第 １ の メ タ デ ー タ の 一 部 を 固 定 長 の デ ー タ フ ォ ー マ ッ ト に 変 換 し た
第 ２ の メ タ デ ー タ を 含 む よ う に 構 成 さ れ た 記 録 媒 体

前 記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 利 用 に 制 限 あ れ ば 、 前 記 利 用 に 制 限 の あ る 第 １ の コ ン テ ン ツ デ
ー タ を 管 理 す る た め の 第 １ の ト ラ ッ ク リ ン ク フ ァ イ ル を 有 し 、

前 記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 利 用 に 制 限 が な け れ ば 、 前 記 利 用 に 制 限 の な い 第 ２ の コ ン テ ン
ツ デ ー タ を 管 理 す る た め の 、 第 ２ の ト ラ ッ ク リ ン ク フ ァ イ ル を 有 す る よ う に 構 成 さ れ た 請
求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体



【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 述 し た 問 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 は 、 次 の よ う な 特 徴 を 有 し て い る 。 ま ず 、 本 発 明
の 第 １ の 特 徴 は 、

こ と を 要 旨 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 第 ２ の 特 徴 は 、 本 発 明 の 第 １ の 特 徴 に 係 り 、

こ と を 要 旨 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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記 録 媒 体 で あ っ て 、 コ ン テ ン ツ デ ー タ を 含 む コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル 群 と 、
前 記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 管 理 情 報 で あ る ト ラ ッ ク リ ン ク を 含 む ト ラ ッ ク リ ン ク フ ァ イ ル を
有 し 、 前 記 コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル 群 は 、 コ ン テ ン ツ デ ー タ を 記 録 す る コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と
、 前 記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 付 加 情 報 で あ る 第 １ の メ タ デ ー タ を 記 録 す る メ タ デ ー タ フ ァ イ
ル を 含 み 、 前 記 ト ラ ッ ク リ ン ク は 、 固 定 長 の デ ー タ 構 造 を 有 し 、 か つ 、 前 記 コ ン テ ン ツ フ
ァ イ ル へ の リ ン ク 情 報 と 、 前 記 第 １ の メ タ デ ー タ の 一 部 を 固 定 長 の デ ー タ フ ォ ー マ ッ ト に
変 換 し た 第 ２ の メ タ デ ー タ を 含 む よ う に 構 成 さ れ た

前 記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 利 用 に 制
限 あ れ ば 、 前 記 利 用 に 制 限 の あ る 第 １ の コ ン テ ン ツ デ ー タ を 管 理 す る た め の 第 １ の ト ラ ッ
ク リ ン ク フ ァ イ ル を 有 し 、 前 記 コ ン テ ン ツ デ ー タ の 利 用 に 制 限 が な け れ ば 、 前 記 利 用 に 制
限 の な い 第 ２ の コ ン テ ン ツ デ ー タ を 管 理 す る た め の 、 第 ２ の ト ラ ッ ク リ ン ク フ ァ イ ル を 有
す る よ う に 構 成 さ れ た
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